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日
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（
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日
、
休
日
休
刊
）

１
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次

３７

訓

令
（
教
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委
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規
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一
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改
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京
都
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育
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一
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東
京
都
教
育
庁
等
統
括
課
長
及
び
主
任
の
職
の
指
定
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
一

○
東
京
都
教
育
庁
等
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
程
の
一
部
改
正
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二
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東
京
都
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一
部
改
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教
育
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一
部
改
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二
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東
京
都
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育
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員
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員
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職
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等
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関
す
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規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
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…
…
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三

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
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す
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規
程
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一
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改
正
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
給
料
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特
別
調
整
額
に
関
す
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程
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一
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改
正
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…
…
…
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○
教
育
関
係
職
員
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支
給
規
程
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一
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改
正
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
東
京
都
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
委
員
会
等
設
置
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
東
京
都
立
学
校
労
働
安
全
衛
生
保
護
具
措
置
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
東
京
都
立
学
校
安
全
衛
生
組
織
等
設
置
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
東
京
都
立
学
校
事
案
決
定
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

○
東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
出
勤
記
録
及
び
出
勤
簿
整
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

東
京
都
教
育
委
員
会
広
報
事
務
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
四
条
第
一
項
中
「
広
報
統
計
課
長
」
を
「
広
報
担
当
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

東
京
都
教
育
委
員
会
印
刷
物
取
扱
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
八
条
第
一
項
中
「
教
育
庁
総
務
部
広
報
統
計
課
長
」
を
「
教
育
庁
総
務
部
広
報
担
当
課
長
」
に
、

「
広
報
統
計
課
長
」
を
「
広
報
担
当
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
広
報
統
計
課
長
」
を
「
広
報

担
当
課
長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「教

育
庁
総
務
部
広
報
統
計
課

」
を
「教

育
庁
総
務
部
総
務
課

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
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教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
教
育
庁
等
統
括
課
長
及
び
主
任
の
職
の
指
定
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
教

育
委
員
会
訓
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
二
条
第
二
号
イ
中
「
及
び
担
当
課
長
」
を
「
、
担
当
課
長
及
び
専
門
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

東
京
都
教
育
庁
等
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
二
条
の
表
行
政
系
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
職
の
職
務
の
項
職
制
上
の
段
階
の
欄
中
「
担
当
課
長
」

の
下
に
「
及
び
専
門
課
長
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
職
員
出
勤
記
録
整
理
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

別
表
中
四
十
八
の
項
を
削
り
、
二
十
二
の
項
か
ら
四
十
七
の
項
ま
で
を
二
十
三
の
項
か
ら
四
十
八
の

項
ま
で
と
し
、
二
十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
二

健
康
管
理
休
暇

休健

別
表
中
二
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
を
三
の
項
か
ら
二
十
一
の
項
ま
で
と
し
、
一
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

二

在
宅
勤
務
等

宅在

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
七
号

教

育

庁

教

育

事

務

所
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教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

公
立
中
等
教
育
学
校

公
立
特
別
支
援
学
校

公

立

中

学

校

公

立

小

学

校

公
立
義
務
教
育
学
校

公

立

共

同

調

理

場

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
表
彰
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
六
条
第
三
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

企
画
部
長

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令

第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
二
十
三
条
第
三
項
中
「
総
務
部
長
」
の
下
に
「
、
教
育
庁
企
画
部
長
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
九
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

別
表
第
二
正
規
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
欄
中
「
午
前
八
時
十
五
分
（
総
務
部
広
報
統
計
課
に
勤
務

す
る
職
員
に
限
る
。
）
」
及
び
「
午
後
五
時
（
総
務
部
広
報
統
計
課
に
勤
務
す
る
職
員
に
限
る
。
）
」

を
削
る
。

別
表
第
三
総
務
部
広
報
統
計
課
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
号

教

育

庁

教

育

事

務

所
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教

育

庁

出

張

所

事

業

所

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
一
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

公
立
中
等
教
育
学
校

公
立
特
別
支
援
学
校

公

立

中

学

校

公

立

小

学

校

公
立
義
務
教
育
学
校

公

立

共

同

調

理

場

教
育
関
係
職
員
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

東
京
都
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
委
員
会
等
設
置
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
七
人
」
を
「
八
人
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
八
人
」
を
「
九
人
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
三
号

教

育

庁

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
労
働
安
全
衛
生
保
護
具
措
置
規
程
（
平
成
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
三
条
第
二
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
四
号

教

育

庁

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校
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都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
安
全
衛
生
組
織
等
設
置
規
程
（
平
成
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
二
条
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
五
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
事
案
決
定
規
程
（
平
成
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

別
表
備
考
第
三
号
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
六
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
出
勤
記
録
及
び
出
勤
簿
整
理
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会

訓
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

別
表
一
中
四
十
六
の
項
を
削
り
、
二
十
二
の
項
か
ら
四
十
五
の
項
ま
で
を
二
十
三
の
項
か
ら
四
十
六

の
項
ま
で
と
し
、
二
十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
二

健
康
管
理
休
暇

休健

別
表
一
中
二
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
を
三
の
項
か
ら
二
十
一
の
項
ま
で
と
し
、
一
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

二

在
宅
勤
務
等

宅在

別
表
二
中
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
三
の
項
を
四
の
項
と
し
、
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三

在
宅
勤
務
等

宅在

別
表
三

十
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
八

健
康
管
理
休
暇

休健

別
表
三
中
四
十
三
の
項
を
削
り
、
四
十
四
の
項
を
四
十
三
の
項
と
し
、
四
十
五
の
項
を
四
十
四
の
項

と
し
、
四
十
六
の
項
を
四
十
五
の
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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